
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日
受
領

答

弁

第

二

〇

四

号

内
閣
衆
質
一
九
二
第
二
〇
四
号

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
斉
藤
和
子
君
提
出
北
総
鉄
道
の
運
賃
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
斉
藤
和
子
君
提
出
北
総
鉄
道
の
運
賃
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
四
の
�
に
つ
い
て

鉄
道
事
業
に
お
け
る
旅
客
の
運
賃
に
つ
い
て
は
、
そ
の
上
限
（
以
下
「
上
限
運
賃
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
国
土
交
通

大
臣
等
が
、
鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
も
の
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
し

た
上
で
認
可
し
、
当
該
上
限
運
賃
の
範
囲
内
で
鉄
道
事
業
者
は
運
賃
を
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
北
総
鉄
道
株
式
会
社

に
お
け
る
上
限
運
賃
に
つ
い
て
も
、
同
大
臣
等
は
、
北
総
線
の
全
区
間
に
お
け
る
運
送
に
係
る
費
用
等
を
踏
ま
え
、
同
条
の

規
定
に
基
づ
き
適
正
に
認
可
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
鉄
道
事
業
者
ご
と
に
そ
の
輸
送
人
員
、
運
送
に
係
る
費
用
、
経
営
環
境

等
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
こ
と
か
ら
、
各
鉄
道
事
業
者
の
運
賃
が
異
な
っ
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

二
並
び
に
四
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

「
ど
ん
な
に
不
合
理
な
内
容
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
鉄
道
線
路
の
使
用
料
（
以
下
「
線
路

使
用
料
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
使
用
条
件
に
つ
い
て
は
、
各
鉄
道
事
業
者
の
経
営
判
断
の
下
で
決
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
り
、
国
土
交
通
大
臣
等
は
、
法
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
使
用
条
件
が
、
鉄
道
事
業
の
適
正
な
運
営
の

一



確
保
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
を
除
き
、
認
可
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
千
葉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
鉄

道
株
式
会
社
が
北
総
鉄
道
株
式
会
社
に
鉄
道
線
路
を
使
用
さ
せ
る
に
当
た
っ
て
定
め
た
当
該
使
用
条
件
に
つ
い
て
も
、
鉄
道

線
路
の
適
切
な
維
持
管
理
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
鉄
道
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ

る
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
大
臣
が
適
正
に
認
可
し
た
も
の
で

あ
り
、
当
該
認
可
は
、
同
項
に
違
反
す
る
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
。

ま
た
、
線
路
使
用
料
そ
の
他
の
使
用
条
件
に
つ
い
て
、
同
大
臣
等
が
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
認
可
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

御
指
摘
の
「
独
禁
法
が
禁
止
し
て
い
る
「
優
越
的
地
位
の
濫
用
」
に
該
当
す
る
か
否
か
」
と
い
う
観
点
で
は
な
く
、
「
鉄
道

事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
」
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
認
可
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。な

お
、
御
指
摘
の
合
意
書
に
お
い
て
、
線
路
使
用
料
そ
の
他
の
使
用
条
件
に
関
す
る
事
項
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

三
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
線
路
使
用
料
に
つ
い
て
も
第
一
種
及
び
第
二
種
鉄
道
事
業
者
の
運
賃
に
直
接
影
響
を
与
え
る
、
と
の
前
記
の

大
臣
見
解
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二



三
の
�
に
つ
い
て

線
路
使
用
料
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
は
鉄
道
事
業
者
間
で
調
整
が
な
さ
れ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
が
、
国
土
交
通

大
臣
等
は
、
鉄
道
事
業
者
が
鉄
道
線
路
の
使
用
料
そ
の
他
の
使
用
条
件
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
二
並
び
に
四

の
�
及
び
�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
法
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
認
可
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
協
定
内
容
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、ま
ず
は
鉄
道
事
業
者
間
で
調
整
が
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
認
識
し
て
お
り
、

国
が
、
関
係
者
を
指
導
す
べ
き
と
は
考
え
て
い
な
い
。

五
の
�
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
七
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
北
総
線
の
輸
送
人
員
の
増
減
に
つ
い
て
は
、
北
総
鉄
道

株
式
会
社
の
鉄
道
事
業
実
績
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
前
年
度
と
比
較
し
て
、
平
成
十
八
年
度
は
百
十
八
万
三
千
人
の
増
加
、
平

成
十
九
年
度
は
二
百
三
十
一
万
五
千
人
の
増
加
、
平
成
二
十
年
度
は
百
三
十
五
万
九
千
人
の
増
加
、
平
成
二
十
一
年
度
は
二

十
三
万
七
千
人
の
増
加
、
平
成
二
十
二
年
度
は
百
八
十
二
万
千
人
の
減
少
、
平
成
二
十
三
年
度
は
八
十
六
万
千
人
の
減
少
、

平
成
二
十
四
年
度
は
百
五
万
五
千
人
の
増
加
、
平
成
二
十
五
年
度
は
九
十
万
七
千
人
の
増
加
、
平
成
二
十
六
年
度
は
五
十
三

三



万
二
千
人
の
減
少
、
平
成
二
十
七
年
度
は
八
十
七
万
七
千
人
の
増
加
と
承
知
し
て
い
る
。

五
の
�
に
つ
い
て

鉄
道
事
業
に
お
け
る
旅
客
の
運
賃
は
、
一
義
的
に
は
各
鉄
道
事
業
者
に
お
い
て
輸
送
人
員
や
費
用
等
を
踏
ま
え
、
各
鉄
道

事
業
者
の
経
営
判
断
の
下
で
設
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
運
賃
の
値
下
げ
に
つ
い
て
も
、
各
鉄
道
事
業
者
の
経
営

判
断
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

四


